
令和５年度第３回千早赤阪村地域公共交通協議会 議事要旨（案） 

 

日 時  令和５年 11月７日（火）10時 00分から 11時 00分 

場 所  くすのきホール２階会議室 

出 席 者  稲山委員、猪井委員、野谷委員、北野委員、山本委員（坂部氏代理出席）、小川委員、 

坂本委員、安達委員、浦野委員、川邊委員、井関委員、内田委員、中村委員、 

鬼追委員（青野氏代理出席）、髙平委員、伊東委員 

欠 席 者    柳原委員、北野委員 

事 務 局  産業建設部都市整備課 菊井、松澤、下休場、矢部、井上 

 

議 題  １．役員の選出について 

２．金剛自動車株式会社のバス事業の廃止に伴う千早赤阪村における公共交通運行 

計画案について 

３．その他 

 

資 料  （資料１）役員の選出について 

      （資料２）千早赤阪村における新たな公共交通計画案について 

      （資料３）バス停について 

      （資料４）千早赤阪村地域公共交通利用料助成事業について 

      （参考資料）千早赤阪村地域公共交通協議会条例 

 

 

会 議 録（要旨） 

１．開会 

村 長 令和５年 12 月 20 日をもって金剛バスが廃止される。金剛バスは富田林駅と本村

を結び、村民の皆様にとって、通勤・通学や日常生活に欠かすことのできない移動手

段である。 

廃止後の対応については「富田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村地域公共交通

活性化協議会」において、検討を行っているが、本村としても新たな地域公共交通シ

ステムを構築していく必要がある。 

限られた時間、財政状況の中で、本村に適した持続可能な交通ネットワークを構築

するため委員の皆様のお力添えをお願い申し上げる。 

 

２．議題 

(1) 議題１（役員の選出について） 

会 長 

 

委 員 

副会長 

千早赤阪村地域公共交通協議会条例第７条に基づき、富山大学の猪井委員を副会

長として指名したいがよろしいか。 

 （異議なしの声） 

まずは 12 月 21 日からの対応をとらなければならない。その上で持続可能な公共

交通を維持していくことを皆様で議論していく必要がある。 

国の制度においても、地域の実情にあわせて様々な取組みが、この地域交通協議会

でできるので、千早赤阪村に適した公共交通について議論して決めていくことが重

要となる。ご協力お願いしたい。 

 

 



(2) 議題２（金剛自動車株式会社のバス事業の廃止に伴う千早赤阪村における公共交通運行 

計画案について） 

事務局 

副会長 

事務局 

副会長 

 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

委 員 

事務局 

 

委 員 

 

事務局 

 

 

事務局 

会 長 

事務局 

 

 

委 員 

 

事務局 

 

委 員 

 

会 長 

委 員 

（資料２について説明） 

小人運賃はどのように設定するのか。 

一般料金の半額で 10円未満の端数は切り上げを考えている。 

今回の再編により、路線バスと村が運営するバスとの乗り継ぎが必要となる。その

場合、それぞれを半額で切り上げると、現行の金剛バスの料金よりも高くなる。小人

料金の設定における考え方としては問題ないと思うが、このような乗り継ぎの場合

の料金に対しては、何かしらの対応が必要ではないか。 

運賃の基本的な考え方である、「現行の金剛バスの運賃と同額以下」に即して対応

するべきではないか。 

村が運行する中学校前から金剛登山口の区間の小人料金について、基本的な考え

方を踏まえ再度検討の上、書面で委員に確認いただく。 

 中学校前から金剛登山口までの区間は、現金及び整理券での対応とするのか。 

 そう対応を考えている。将来的にはＩＣカードの導入も検討していきたい。広域協

議会でも検討していく。 

 事故により道路の構造物を破損した場合は、原因者負担により修復していただく

必要があるが、村で運行する場合、どこが保険に入るのか。 

 村では交通事業者に運行委託を予定しており、事故があった場合は当該事業者の

保険により対応いただくことになる。 

 

 （資料３について説明） 

 村が運行する区間のバス停移設について、広域協議会で説明する必要はないのか。 

 村が単独で運行する中学校前から金剛登山口までは、村が単独で運行することか

ら広域協議会での説明は予定していない。 

 今後、交通管理者や道路管理者との協議を進めていきたい。 

 バス停の移設に伴い、縁石ブロックや横断防止柵等の改良が必要となる場所はあ

るのか。 

 道路施設の改良が生じない箇所に移設したいと考えているが、改良が必要になっ

た際には早急に協議する。 

道路占用協議については、早めにお願いしたい。 

 

 議題２について、原案のとおり検討を進めていくことで異議はないか。 

 （異議なしの声） 

 

３．その他 

事務局 

委 員 

 

 

事務局 

（資料４について説明） 

地域公共交通利用料助成事業は、出発地か到着地のいずれかが村内にある場合が

利用条件となるのか。村からはバスで富田林駅まで出てそこからタクシーで富田林

病院やＰＬ病院を利用する高齢者も多い。 

ご指摘のとおり、出発地か到着地のいずれかが村内にある場合が利用条件となっ

ている。今後、どのような対応ができるか検討する。 

 

４．閉会 


